
 

第１章  総  則  
 

１  目 的  

こ の 基 準 は 、消 防 法（ 昭 和 23年 法 律 第 186号 ）第 ７ 条 及 び 第 ８ 条 の ３ の 規 定

に 基 づ く 消 防 同 意 及 び 防 炎 規 制 に 係 る 審 査 並 び に 消 防 用 設 備 等 及 び 久 留 米 広

域 市 町 村 圏 事 務 組 合 火 災 予 防 条 例 （ 平 成 21年 久 留 米 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 条

例 第 32号 ） の 規 定 に 基 づ く 火 を 使 用 す る 設 備 等 に 係 る 届 出 の 審 査 又 は 検 査 に

必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

 

２  運 用 上の留意 事 項  

  こ の 基 準 は 、 防 火 に 関 す る 規 定 の 運 用 解 釈 、 取 扱 い な ど の 法 令 基 準 に 基 づ

く も の に 加 え 、 消 防 機 関 と し て 有 す る 火 災 等 の 災 害 に 係 る 知 見 及 び 都 市 部 の

密 集 性 或 い は 消 防 用 設 備 等 に 係 る 技 術 的 背 景 等 か ら 、 防 火 対 象 物 の 規 模 、 用

途 等 の 特 性 に 応 じ た 安 全 対 策 の 向 上 を 図 る た め に 付 加 し た 行 政 指 導 事 項 も 含

ま れ て い る 。  

  こ れ ら の 指 導 事 項（ 本 基 準 内 で は ☜ で 表 示 ）に つ い て は 、防 火 対 象 物 の 安 全

性 向 上 の た め に 定 め た も の で は あ る が 、防 火 対 象 物 の 関 係 者（ 所 有 者 、管 理 者

及 び 占 有 者 ）、設 計 者 及 び 施 工 者 等（ 以 下「 関 係 者 等 」と い う 。）に 義 務 を 課

す も の で は な く 、 あ く ま で も 関 係 者 等 の 任 意 の 協 力 が あ っ て 実 現 さ れ る も の

で あ る こ と を 前 提 と し な け れ ば な ら な い 。  

  そ の た め 、 職 員 は 関 係 者 等 に 、 防 火 安 全 性 向 上 の 必 要 性 や 具 体 策 に つ い て

火 災 事 故 事 例 や 技 術 的 背 景 等 を 踏 ま え た 説 明 を 行 い 、関 係 者 等 に 判 断 を 委 ね 、

そ の 理 解 を 得 て は じ め て 具 現 化 す る も の で あ る こ と に 留 意 す る 必 要 が あ る 。  

  ま た 、当 該 指 導 事 項 に つ い て は 、指 導 経 過 等 を 明 確 に す る 等 、事 務 処 理 上 の

不 均 衝 を 生 じ な い よ う 留 意 す る 必 要 が あ る 。  

 

３  用 語 例  

(１ ) 法 と は 、 消 防 法 （ 昭 和 23年 法 律 第 186号 ） を い う 。  

(２ ) 令 と は 、 消 防 法 施 行 令 （ 昭 和 36年 政 令 第 37号 ） を い う 。  

(３ ) 規 則 と は 、 消 防 法 施 行 規 則 （ 昭 和 36年 自 治 省 令 第 ６ 号 ） を い う 。  

(４ ) 危 政 令 と は 、危 険 物 の 規 制 に 関 す る 政 令（ 昭 和 34年 政 令 第 306号 ）を い う 。  

(５ ) 危 省 令 と は 、 危 険 物 の 規 制 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 34年 総 理 府 令 第 55号 ） を

い う 。  

(６ ) 条 例 と は 、 久 留 米 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 火 災 予 防 条 例 （ 平 成 21年 久 留 米

広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 条 例 第 32号 ） を い う 。  

(７ ) 条 則 と は 、 久 留 米 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 火 災 予 防 規 則 （ 平 成 21年 久 留 米

広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 規 則 第 33号 ） を い う 。  

(８ ) 予 防 規 程 と は 、 久 留 米 広 域 消 防 本 部 火 災 予 防 規 程 （ 平 成 21年 久 留 米 広 域

消 防 本 部 告 示 第 １ 号 ） を い う 。  

(９ ) 建 基 法 と は 、 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25年 法 律 第 201号 ） を い う 。  

(10) 建 基 令 と は 、 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 25年 政 令 第 338号 ） を い う 。  

(11) 建 基 則 と は 、 建 築 基 準 法 施 行 規 則 （ 昭 和 25年 建 築 省 令 第 40号 ） を い う 。  



 

(12) 建 基 県 条 例 と は 、 福 岡 県 建 築 基 準 法 施 行 条 例 （ 昭 和 46年 福 岡 県 条 例 第 29

号 ） を い う 。  

(13) 建 基 県 細 則 と は 、 福 岡 県 建 築 基 準 法 施 行 細 則 （ 昭 和 26年 福 岡 県 規 則 第 １

号 ） を い う 。  

(14) 耐 火 構 造 と は 、 建 基 法 第 ２ 条 第 ７ 号 に 規 定 す る も の を い う 。  

(15) 準 耐 火 構 造 と は 、 建 基 法 第 ２ 条 第 ７ 号 の ２ に 規 定 す る も の を い う 。  

(16) 防 火 構 造 と は 、 建 基 法 第 ２ 条 第 ８ 号 に 規 定 す る も の を い う 。  

(17) 防 火 設 備 と は 、 建 基 法 第 ２ 条 第 ９ 号 の ２ ロ に 規 定 す る も の を い う 。  

(18) 特 定 防 火 設 備 と は 、 建 基 令 第 112条 第 １ 項 に 規 定 す る も の を い う 。  

(19) 防 火 戸 と は 、 防 火 設 備 の う ち の 防 火 戸 を い う 。  

(20) 不 燃 材 料 と は 、 建 基 法 第 ２ 条 第 ９ 号 に 規 定 す る も の を い う 。  

(21) 準 不 燃 材 料 と は 、 建 基 令 第 １ 条 第 ５ 号 に 規 定 す る も の を い う 。  

(22) 難 燃 材 料 と は 、 建 基 令 第 １ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る も の を い う 。  

(23) 防 災 セ ン タ ー 等 と は 、 規 則 第 12条 第 １ 項 第 ８ 号 に 規 定 す る も の を い う 。  

 

４  基 準 の適用に つ いて  

(１ ) 当 基 準 の 適 用 は 、 平 成 21年 ４ 月 １ 日 か ら と す る 。  

な お 、 本 基 準 は 記 載 以 外 の 総 務 省 消 防 庁 か ら 発 出 さ れ て い る 通 知 及 び 質

疑 等 に つ い て も 十 分 考 慮 し て 適 用 す る こ と 。  

(２ ) 平 成 21年 ４ 月 １ 日 に お い て 、現 に 存 す る 防 火 対 象 物 又 は 現 に 新 築 、増 築 及

び 改 築 等 の 防 火 対 象 物 に つ い て は 、当 分 の 間 、従 前 の 基 準 に よ る も の と す る 。 

(３ ) 平 成 31年 4月 1日 に お い て 、大 川 消 防 署 管 内 に 現 に 存 す る 防 火 対 象 物 又 は 現

に 新 築 、増 築 及 び 改 築 等 の 防 火 対 象 物 に つ い て は 、当 分 の 間 、従 前 の 基 準 に

よ る も の と す る 。  

 

５  制 定 及び改正 経 過  

(１ ) 制 定 （ 平 成 21年 ４ 月 １ 日 ）  

(２ ) 一 部 改 正 （ 平 成 23年 10月 １ 日 施 行 ）  

(３ ) 一 部 改 正 （ 平 成 24年 ６ 月 29日 施 行 ）  

(４ ) 一 部 改 正 （ 平 成 27年 ４ 月 １ 日 施 行 ）  

(５ ) 一 部 改 正 （ 平 成 28年 ４ 月 1日 施 行 ）  

(６ ) 一 部 改 正 （ 平 成 29年 ４ 月 １ 日 施 行 ）  

(７ ) 一 部 改 正 （ 平 成 30年 ４ 月 １ 日 施 行 ）  

(８ ) 一 部 改 正 （ 平 成 31年 ４ 月 １ 日 施 行 ）  

(９ ) 一 部 改 正 （ 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 施 行 ）  

(10 )  一 部 改 正 （ 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 施 行 ）  

(11) 一 部 改 正 （ 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 施 行 ）  

 

６  主 な 参考文献  

  福 岡 市 消 防 局 予 防 部 指 導 課 発 行 「 消 防 用 設 備 等 技 術 基 準 （ 総 論 ） 」  


